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犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュっとちゃん

令和２年度定例総会は９月開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感

染防止のため、書面開催とさせていただきます。

本年度、新たに民間団体数社から加入のご意向をいただいておりますので、

後日、書面にてご紹介させていただきます。

令和２年度定例総会は書面開催となります。

埼玉県犯罪被害者支援条例が制定されてから２年、埼玉県犯罪被害者等支援

に関する指針の策定から１年が経過しました。

本年４月１日付けで、新たに４自治体で被害者支援条例が制定されました。

市町村は、住民に一番身近な自治体であり、保険医療、福祉制度等の行政サ

ービスの実施主体です。被害に遭った住民が等しく行政サービスを受けられる

よう、市町村条例の制定に向け、推進協議会として、研修会等の開催、必要な

情報の提供、助言をしていきます。

嵐山町 平成12年4月1日 川島町 令和元年12月10日

三芳町 平成13年4月1日 熊谷市 令和2年4月1日

戸田市 平成29年12月1日 川口市 令和2年4月1日

東松山市 平成31年4月1日 吉見町 令和2年4月1日

春日部市 平成31年4月1日 久喜市 令和2年4月1日

自治体・制定日

ホンデリングとは、みなさまから本を寄贈していただき､

その売却代金を寄付として(公社)全国被害者支援ネッ

トワークの犯罪被害に遭われた方々への支援活動に役

立てるものです。

申 込 方 法

ホ ン デ リ ン グ
～ 本 で ひ ろ が る 支 援 の 輪 ～

１ 不要になった本(ISBN付きのもの、下記見本)を段ボー

ル等に詰め裏面の申込書に記入して、一緒に入れます。

※ ５冊以上は送料無料！

段ボールが複数でも申込書は１枚で大丈夫です。

２ ㈱バリューブックス 0120-826-295  に電話

「ﾎﾝﾃﾞﾘﾝｸﾞに申し込みたいのですが･･」と伝えてください

※ 月～土 10:00～21:00

日 10:00～17:00

宅配業者が引取りにう
かがいます。

3 ㈱バリューブックスにて、市場価格が考慮して査定され

買取相当額が、㈱バリューブックスから、(公社)埼玉犯

罪被害者援助センターに寄付されます。

ISBNがない本、百科事
典、ｺﾝﾋﾞﾆｺﾐｯｸ、個人
出版は取扱できません。




